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成
十
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年
二
月
二
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日
受
領

答

弁

第

五

二

号

内
閣
衆
質
一
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二
号

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
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晋
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衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
法
務
省
「
最
適
化
計
画
」
等
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
と
法
務
省
「
最
適
化
計
画
」
等
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
三
か
年
計
画
（
再
改
定
）
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
関
係

各
府
省
は
相
互
に
連
携
・
協
力
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
を
含
め
、
外
国
人
の
在
留
状
況
に
係
る
情
報
を
相
互
照
会
・
提

供
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
結
論
を
得
た
上
で
、
外
国
人
の
入
国
・

在
留
に
関
す
る
個
人
情
報
の
一
元
的
な
管
理
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
の
�
の
ア
及
び
イ
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
（
将
来
体
系
成
果
物
）
デ
ー
タ
体
系

実
体
関
連
図
（
出
入
国
管
理
業
務
）
」
等
で
記
載
し
て
い
る
バ
イ
オ

メ
ト
リ
ク
ス
情
報
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
管
理
業
務
の
業
務
・
シ
ス
テ
ム
最
適
化
計
画
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
法
務

省
情
報
化
統
括
責
任
者
決
定
。
以
下
「
最
適
化
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
た
時
点
に
お
い
て
本
人
確
認
等
の
た
め
に
将

来
利
用
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
指
紋
、
静
脈
及
び
顔
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
後
の

一



出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
改
正
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三

項
等
の
規
定
に
お
い
て
上
陸
審
査
時
に
外
国
人
の
個
人
識
別
情
報
の
提
供
を
義
務
付
け
る
制
度
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
が
、

当
該
個
人
識
別
情
報
と
し
て
は
、
指
紋
及
び
顔
を
利
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
の
�
の
ウ
に
つ
い
て

改
正
入
管
法
第
六
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
提
供
を
受
け
た
個
人
識
別
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
正
な
管
理
を
図

る
た
め
、
適
切
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
施
し
た
上
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
定
め
る
上
陸
拒
否
事
由
に
該
当
す
る
者
及
び
指
名
手
配
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
等
の
氏
名

等
を
電
子
的
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

�
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
Ｅ
Ｄ
（
Ｒ
Ｅ
）
番
号
」
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十

四
号
）
に
定
め
る
外
国
人
入
国
記
録
、
再
入
国
入
国
記
録
、
外
国
人
出
国
記
録
及
び
再
入
国
出
国
記
録
に
付
さ
れ
た
出
入
国

記
録
番
号
で
あ
り
、
「
Ｅ
Ｄ
カ
ー
ド
マ
ス
タ
」
は
、
こ
れ
ら
の
記
録
に
基
づ
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
処
理
し
て
作
成
さ
れ
た
電

二



子
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
。

�
の
（
�
）
の
�
の
ア
か
ら
エ
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
統
合
デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
」
及
び
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
最
適
化
計
画
の
本

文
で
概
要
を
記
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
答
え
す
る
段
階
に
は
な

い
。

�
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
シ
ス
テ
ム
は
、
不
法
滞
在
外
国
人
の
居
住
地
、
そ
の
勤
務
先
等
の
所
在
地
等
を
電
子
地
図
上
に
表
示
し
、
入
国

管
理
局
の
職
員
が
行
う
違
反
調
査
及
び
実
態
調
査
の
強
化
及
び
効
率
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

�
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

改
正
入
管
法
第
六
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
提
供
を
受
け
た
個
人
識
別
情
報
の
管
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当

た
っ
て
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
我
が
国
へ
の
上
陸
を
拒
否
す
べ
き
者
等
に
係
る
情
報
の
利
用
に
関
し
て
、
警
察
庁
等
と

の
連
携
を
図
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

�
の
（
�
）
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

三



最
適
化
計
画
に
基
づ
き
今
後
構
築
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
お
尋
ね
の
検
索
の
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
答
え
す
る
段
階
に
は
な
い
。

四


